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はじめに

平成11年7月に「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」(以下

「家畜排せつ物法」)が施行されました。これを受けて、高知県では家畜排せつ物の適

正処理及び有効活用を目的として、平成12年10月に「高知県における家畜排せつ物の

利用の促進を図るための計画」(以下「基本計画」)を策定しました。また、国が平成27

年３月、家畜排せつ物法に基づく「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」

(以下「基本方針」)を変更したことに伴い、高知県においても同様に、平成37年度を

取組の目標年度として新たな基本計画を策定しました。この基本計画に基づき、県と関

係者が一体となって畜産農家の堆肥化施設の整備などを支援してきた結果、現在では家

畜排せつ物法に基づく管理基準は、全ての対象農家（以下「法対象農家」）が遵守でき

る状況となっています。

一方、飼養規模を拡大した農家においては、家畜排せつ物由来の堆肥（以下「堆肥」）

の量が増加しており、畜産経営における飼料畑や水田での利用だけでなく、耕畜連携に

よる地域内需給体制づくりを進めることによって、地域内資源として幅広く有効活用を

図ることが課題となっています。また、耕種農家の土づくりを促進するに当たり、堆肥

の適切な利用が不可欠な中、肥料取締法（昭和25年法律第127号）の改正により堆肥

と化学肥料の混合に関する規制が緩和され、堆肥の高付加価値化や広域流通の可能性が

拡大しています。

こうした畜産業を取り巻く情勢の変化を踏まえ、国は令和２年４月、家畜排せつ物法

に基づく基本方針を変更しました。高知県においても同様に、令和12年度を取組の目

標年度として新たな基本計画の策定に取り組み、家畜排せつ物の利用に関する現状と課

題、畜産農家と耕種農家ならびに各関係機関が担う役割を明らかにし、畜産部門と耕種

部門が一体となった取組を進め、高知県の畜産業がもたらす地域内資源の有効活用と環

境保全型農業の推進を図っていきます。

（参考）法対象農家

家畜排せつ物法第3条第1項において、たい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供

する施設の構造設備及び家畜排せつ物の管理の方法に関し、畜産業を営む者が遵守すべき基準（以

下、「管理基準」）が定められています。この管理基準の対象となる農家のことをいい、一定規模以

上の家畜を飼養する畜産農家や事業者が対象になります。

《管理基準の適用対象規模》

牛： 10頭以上 豚： 100頭以上 鶏：2,000羽以上 馬： 10頭以上

※上記数字は飼養する家畜の頭羽数
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第１ 家畜排せつ物の利用の目標

１．畜産の現状

本県の畜産は、県民の食生活の多様化と質の向上を背景とした畜産物需要の高まりに

伴い発展してきました。特に肉用牛生産については、中山間地域の複合経営において、

農業所得確保の重要な位置を占めています。また、「土佐あかうし」や「土佐ジロー(鶏)」

に加え、平成18年度から本県原産の土佐九斤と大シャモをベースにした「土佐はちき

ん地鶏」が新たに参入するなど、特色ある畜産業を展開しています。

本県の畜産業産出額については、近年、85億円前後で推移し、平成30年度には80

億円となりました。

一方、畜産農家戸数は、農家の高齢化や後継者不足、飼料価格の高騰などにより、依

然減少傾向にあるものの、親元就農を中心に新たな担い手の確保も進んでいます。今後、

畜産業を安定的に発展させるためには、飼養管理技術の向上などによる生産性の向上と、

自給飼料の増産などによる生産コストの低減に努めることが重要な課題となっていま

す。

畜産公害に関する苦情発生件数については、家畜排せつ物の浄化処理施設や堆肥化施

設の整備を行ってきた結果、家畜排せつ物法の完全施行後は年間10件以下で推移して

います。内容は悪臭や水質汚濁に関する苦情が多く、今後、畜産環境の改善を図る上で

悪臭対策や汚水の浄化処理対策を進めることが重要な課題となっています。

高知県の畜産農家戸数および飼養頭羽数 （単位）戸、頭、千羽

※高知県畜産振興課調べ（各年2月現在）

乳用牛 肉用牛 豚 採卵鶏 ブロイラー

戸数 頭数 戸数 頭数 戸数 頭数 戸数 羽数 戸数 羽数

H23 86 4,724 240 5,741 24 26,814 38 355 13 308

H24 84 4,673 227 5,561 21 29,091 39 334 13 346

H25 77 4,294 209 5,183 19 26,872 43 348 12 382

H26 74 4,128 200 4,790 19 27,213 46 334 12 326

H27 72 4,164 186 5,043 19 27,507 52 328 12 341

H28 70 3,908 187 5,092 16 25,733 47 330 12 344

H29 66 3,738 176 5,318 17 25,326 41 318 9 316

H30 63 3,526 169 5,832 16 25,761 42 288 9 387

H31 59 3,477 161 5,986 17 26,842 39 308 8 351

R2 50 3,223 156 6,070 17 25,563 37 307 9 404
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高知県における畜産業産出額の推移

※生産農業所得統計（農林水産省）より

畜産公害に関する苦情件数

※高知県畜産振興課調べ（R2.10）
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2．家畜排せつ物の利用の現状と課題

高知県における法対象農家は130戸で、これら法対象農家から発生する家畜排せつ

物量(家畜ふん及び尿発生量の合計)は、約188,000t/年で、堆肥の生産量は、約

72,000t/年と推定されます。

堆肥の生産は、多くの農家が個々に所有する施設で行うため、農家間で堆肥化技術や

製品の品質に差が見られるといった問題があります。

堆肥の流通については、肥料の品質の確保等に関する法律に基づく肥料販売届を提出

している畜産農家戸数が令和２年度で71戸(全法対象農家の約55%)に留まり、堆肥を

有機質資材として販売し、畜産経営に結びつけている農家は依然少ない状況です。

堆肥の利用状況は、近年になって各地域での利用が進み、約37,000t/年(約51%)

が耕種農家や家庭菜園に利用されています。約24,000t/年(約33%)は、畜産農家の飼

料畑で主に利用されています。また、耕種農家における利用内訳を見ると、水稲及び大

豆(約56%)や露地及び施設野菜(約42%)で多く利用されています。

しかし、一部の畜産農家においては、生産した堆肥が効果的に利用されず、約2,912t/

年(約4%)が余剰堆肥として滞留しています。耕種農家においては、堆肥の運搬や施用

にかかる労力や品質面における課題があるほか、堆肥に関する知識の普及が不十分であ

るなど、利用を控える農家も依然少なくありません。

近年の水田農業政策の見直し、飼料価格の高止まり等を背景に、飼料用米や稲発酵粗

飼料（以下「稲ＷＣＳ」）等の国産飼料の生産・利用を拡大することの重要性が増し、

本県においては、堆肥利用と組み合わせた耕畜連携を推進する機運が高まっていること

から、資源循環型の農業の推進を一層進めることが重要となっています。

さらに、畜産農家が規模拡大を図る中で、環境規制の強化、混住化の進展等により、

臭気の低減対策や汚水の浄化処理対策の強化が課題となっており、これらの課題の解決

が畜産経営の継続のためにも必要な状況となっています。
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畜種別の家畜排せつ物発生量（法対象農家） （単位）頭、羽、t／年

※頭羽数調査（R2.2）をもとに算出

堆肥の生産及び利用 （単位）t／年

※高知県畜産振興課調べ（H30年度）

頭羽数
家畜排せつ物発生量

ふん 尿

乳用牛

搾乳牛 2,116 35,126 10,368

乾乳・未経産牛 597 6,448 1,313

育成牛 505 3,283 1,212

肉用牛

2歳未満 2,514 16,341 6,034

2歳以上 615 4,490 1,476

乳用種 862 5,689 2,241

豚
肥育豚 22,713 17,489 31,571

繁殖豚 2,850 3,420 7,296

採卵鶏
雛 5,197 112 -

成鶏 301,579 14,958 -

ブロイラー 404,300 19,204 -

合計 - 126,559 61,512

戸数 生産量 利用量 余剰量

乳用牛 51 33,976 33,406 570

肉用牛 49 9,428 8,035 1,393

豚 10 3,375 3,375 0

採卵鶏 11 4,478 4,063 415

ブロイラー 9 6,476 6,216 260

堆肥センター 7 14,714 14,440 274

合計 － 72,447 69,535 2,912
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※高知県畜産振興課調べ（H30年度）

※その他…無償譲渡や販売などのうち、畜産農家段階で使途が不明なもの。

本県で生産される堆肥の有効活用と余剰堆肥の解消のため、以下の課題に取り組みま

す。

■家畜排せつ物の利用促進のための課題

（１）家畜排せつ物の堆肥化の推進

（２）家畜排せつ物のエネルギーとしての利用の推進

（３）畜産環境問題への対応

（４）堆肥の利用にかかる機械・施設の整備

（５）堆肥に関する知識の普及と利用技術の向上

（６）堆肥の流通形態の整理及び耕畜間の需給・保管体制の構築

（７）堆肥のPR

（８）堆肥を使った農産物のPR
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3．家畜排せつ物の利用促進のための取組目標

（１）家畜排せつ物の堆肥化の推進

県や市町村、農協、畜産農家が連携を深め、個々の農家が品質や施用効果など耕種農

家のニーズに即した堆肥を生産できるように、関係機関は良質堆肥の生産に関する技術

支援に努めます。

また、地力の増進及び資源の循環を図るため、自給飼料生産においては、畜産農家自

らの経営内利用を推進するとともに、飼料用米等の生産拡大が進展する状況に応じ、耕

種農家との連携による地域内での利用を推進します。

加えて、畜産農家が、製品としての堆肥の生産に取り組むよう意識啓発を進めます。

□肥料販売届出農家割合 : (令和２年度) 55% → (令和12年度) 100%

□余剰堆肥量 : (平成30年度) 2,912t/年 → (令和12年度) Ot/年

ア 堆肥の地域内での利用促進

自給飼料の生産基盤を確保するためにも、畜産農家は経営内で生産した良

質な堆肥を自家利用することが重要です。

また、飼養規模の拡大により増加した堆肥については、稲ＷＣＳ等の利用

拡大を通じて地域内での耕種農家との連携を強化し、当該耕種農家における

堆肥利用を進めるなどにより、堆肥の地域内利用の一層の拡大を推進します。

地域内での堆肥の有効利用に当たっては、市町村、生産者団体等とも連携

した畜産クラスター等の仕組みも活用し、耕畜連携を推進します。

さらに、畜産農家等の高齢化に伴い、堆肥生産、散布作業等が負担となり、

堆肥利用の促進に支障が生じる可能性があるため、地域の事情や防疫面を考

慮しつつ、地域の堆肥センターの活用や機能向上を促進するとともに、コン

トラクター、ヘルパー等の外部支援組織の活用を推進します。

イ 堆肥の広域的な流通の円滑化

堆肥の利用による耕種農家の土づくりを促進するに当たり、堆肥が不足す

る地域がないよう、広域的な堆肥の需給情報について、畜産関係者と耕種関

係者が共有し、市町村、生産者団体、肥料メーカー等とも連携しつつ、堆肥

の需給のマッチングを実施します。

特に、中山間地域においては肉用牛経営を中心に稲ＷＣＳの需要が高まっ

ている一方、地域内での生産拡大が困難なことから、生産拡大が可能な平野

部の耕種農家とのマッチングを推進することにより、稲ＷＣＳと堆肥の広域

流通の可能性を検討します。また、稲ＷＣＳや堆肥の運搬支援、専用収穫機

械の導入支援等により耕畜連携体制の強化を図り、作付面積の拡大を進める
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ことで、耕畜連携による堆肥の有効利用を促進します。

（２）家畜排せつ物のエネルギーとしての利用の推進

家畜排せつ物は堆肥として利用する他、畜産バイオマスとして電気、熱等のエネルギ

ー利用を図ることにより、畜産農家等の光熱費の低減が期待できます。

また、家畜排せつ物を焼却炉等において密閉状態で処理することにより臭気の低減に

繋がるほか、家畜排せつ物を処理する過程で生産される焼却灰等は、良質な肥料として

利用できることから、今後も、家畜排せつ物由来のエネルギー利用の推進に努めます。

（３）畜産環境問題への対応

適正な家畜排せつ物の管理や堆肥化施設及び汚水処理施設の管理については、畜産農

家に対して常日頃から環境部局と連携して指導することにより、畜産環境問題の解決に

努めます。

また、畜産環境問題の根本的な解決に向けて、畜産農家だけでなく地域住民も参加し

て地域全体で問題解決に取り組む体制を県と市町村が連携して構築します。

畜産農家は、適正な家畜排せつ物の管理や密閉性の向上など処理施設の管理、適切な

堆肥化やエネルギー利用等に努めるとともに、必要に応じて畜産環境に係る専門家の助

言を得ながら施設・機械の整備・補修や有効な処理技術の導入に取り組むことで、臭気

対策及び汚水対策を効果的に実施することが必要です。

家畜排せつ物の適切な処理は、畜産業を営む者自らの責任において行うべきものです

が、施設・機械の整備については、融資制度や公共事業を含む国の補助事業や、県及び

生産者団体による支援の活用が可能となることもあります。このため、市町村、生産者

団体等の関係者とともに、畜産クラスターの仕組み等も活用しつつ、地域の実情に応じ

た処理体制の整備を推進します。

（４）堆肥の利用にかかる機械・施設の整備

堆肥の利用促進や需給システムの構築を図るためには、散布労力の軽減や堆肥保管施

設の確保が課題となります。地域ごとに、実情を把握したうえで必要な堆肥散布機やス

トックヤードの整備について検討します。また、整備する機械や施設については、共同

利用や作業受託組織による利用についても地域ごとに検討し、堆肥をより利用しやすく

なる仕組みづくりに努めます。

（５）堆肥に関する知識の普及と利用技術の向上

試験研究機関や現場の指導機関は、互いに連携し、耕種農家に対して地域内の堆肥の

生産過程や特性に関する知識の普及を図るとともに、堆肥の品質確認と耕種農家への情

報提供を行います。さらに、作目ごとに堆肥の適正な使用基準について検討・提示し、
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地域内資源の利用に関する意識啓発を行います。また、個々の耕種農家が、堆肥の利用

技術を習得できるよう、講習会や優良事例等の現地研修による技術支援に努めます。

□耕種・家庭菜園等での利用量:(平成30年度)37,000t/年→(令和12年度)40,000t/年

（６）堆肥の流通形態の整理及び耕畜間の需給・保管体制の構築

各地域ごとに現場の指導機関や市町村が協力し、堆肥の生産状況や、栽培されている

農作物の種類、作付け状況などを把握することで、堆肥の需給関係について検討し情報

の整理に努めます。さらに県段階において、地域ごとに整理した情報をもとに県内の堆

肥化施設や堆肥の情報を掲載した堆肥マップを活用し、地域内並びに広域的な資源循環

システムの構築に努めます。

また、堆肥をより利用しやすいものにするため、関係機関と農家が連携し、袋詰め堆

肥の生産、堆肥のペレット化等、より望ましい流通形態について検討します。また、耕

畜連携を図るなかで堆肥の運搬や保管、散布などを行う作業受託組織の育成についても

検討します。

（７）堆肥のPR

地域ごとに既存の畜産及び耕種関係の協議会や生産部会などを活用し、県、市町村、

農協等の関係機関や畜産農家、耕種農家による情報交換の機会を設けて、地域内の堆肥

のPRを進めるとともに、生産や利用に関する意見交換を行います。また関係機関が連

携し、地域内の堆肥センターや営農集団などの活動を支援することによって、堆肥の利

用促進に努めます。

（８）堆肥を使った農産物のPR

関係機関の連携のもと、堆肥を利用した農産物について、特別栽培農産物表示ガイド

ラインを活用し差別化するなど、特色ある農産物として販売面に活かすほか、各地域で

行われる農産物販売促進イベントや地産地消、食育の活動において、堆肥のサンプル展

示や環境保全型農業に関するパネル展示、講演会などを行い、地域で生産される堆肥や

特色ある農産物のPR活動を進めます。

これらのPR活動を通して、地域住民や県内外の消費者に対し、本県で行われている

地域資源の有効活用や環境保全型農業の取組み、特色ある農産物について理解を深めて

もらうよう努めます。



10

第２ 整備を行う処理高度化施設の内容とその他の処理高度化施設の整備に関する目

標

１．本県における施設整備の現状と基本的考え方

本県では、基本計画に基づき関係者が一体となって堆肥化施設等の整備を推進してき

た結果、平成18年度までに全ての法対象農家において、家畜排せつ物法に基づく管理

基準を遵守できる状況となりました。

今後は、家畜排せつ物の適正処理や堆肥化のための施設整備だけでなく、堆肥のペレ

ット化など堆肥の機能性や取扱性の改善について検討し、利用拡大を図ることに重点を

置いた処理高度化施設の整備に努めます。

２．処理高度化施設の整備のための取組目標

（１）堆肥の利用促進

自給飼料生産への利用だけでなく、稲ＷＣＳ生産など耕畜連携による堆肥の利用促進

や需給システムの構築のためには、散布労力の軽減や堆肥保管施設の確保が課題となり

ます。地域ごとに、畜産クラスターの仕組みも活用しつつ、実情を把握したうえで必要

な堆肥散布機やストックヤードの整備について検討します。また、環境対策にも配慮し

たコンポストや堆肥ペレット成形機等の技術を取り入れ、良質な肥料の製造や広域流通

を推進します。整備する機械や施設については、共同利用や作業受託組織による利用に

ついても地域ごとに検討し、堆肥をより利用しやすくする仕組みづくりに努めます。

（２）家畜排せつ物のエネルギー利用

光熱費の低減や、臭気の低減、また処理過程において良質な肥料生産が期待される焼

却施設等、家畜排せつ物由来のエネルギー利用の体制整備について、畜産クラスターの

仕組みも活用し、支援に努めます。

（３）畜産環境対策の推進

現在、畜産業から発生する汚水については、硝酸性窒素等に係る暫定排水基準

（500mg／Ｌ）が適用されているものの、将来的には一般排水基準（100mg／Ｌ）

が適用される可能性を踏まえ、適正な汚水処理施設の整備を推進し、さらに整備後の管

理も含め、環境部局とも連携して、家畜保健衛生所等による技術指導支援体制を構築し

ます。

また、家畜排せつ物処理施設の機能強化や規模拡大に伴う新たな施設の整備に際して

は、国の補助事業を積極的に活用することとし、本県も必要な予算を措置します。
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第３ 家畜排せつ物の利用促進に関する技術研修の実施とその他の技術向上に関する

事項

１．技術の向上及び普及

堆肥の生産については、施設整備が進んだことで、畜産農家の堆肥生産に対する意識

の高まりも見られ、以前より良質な堆肥が作られるようになっています。また、耕種部

門でも、各地域の主要品目で堆肥の施用に関する実証試験が行われ、その有用性や利用

方法について検討されています。

しかし、現場で堆肥の利用拡大を図るうえで、

(1) 堆肥の生産技術の向上

(2) 堆肥の利用技術の向上

は、引き続き取組むべき重要な課題となっています。

これらの課題を解決するために、県及び試験研究機関、関係機関が一体となり、堆肥

に対する耕種農家のニーズを的確に把握するとともに、品質の安定した堆肥の生産技術

について検討します。また、過去に現場で実践された堆肥施用事例を収集し、そのデー

タを蓄積することによって適正な利用方法を検討するとともに、水稲や露地野菜、施設

園芸、果樹での家畜ふん堆肥及び肥料の適正な施用方法について検討を進めます。さら

に、優良事例や技術情報を迅速に共有・普及できるよう関係機関や地域間の連携強化に

努めます。

2．指導体制の整備

現在、家畜保健衛生所や農業振興センター、農協が、堆肥の製造および利用について

の現場指導を行っています。この指導を行う各担当者（以下「指導員」）の資質向上の

ために、全国で行われる研修会への積極的な参加を促します。また、新技術や施用基準

など堆肥に関する情報を速やかに現場に普及させるために、県は指導員を対象とした技

術検討会や講習会を開催し、地域間の情報交換を行います。指導員は、これら研修会等

で得た技術や情報を、地域レベル、生産部会レベルでの様々な研修会や個々の現地指導

を通じて、広く普及させるよう努めます。

さらに、畜産環境の専門家の積極的な活用を図りつつ、家畜排せつ物の利用の促進に

関する技術を畜産農家等が容易に習得できるよう努めます。
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第４ その他家畜排せつ物の利用促進に関し必要な事項

１．資源循環型畜産及び環境保全型農業の推進

本県における自給飼料の生産は、林野率が高いうえ平野部では基幹品目との競合があ

るため、土地の集積や作付面積の確保が困難であり、また畜産農家の高齢化や労働力不

足などから、新たに大規模な飼料生産を行うことが容易ではありません。現在、本県の

畜産農家のほとんどは飼料の多くを輸入に頼っており、堆肥を農地に還元した場合にお

いても、輸入飼料由来の窒素が多く投入されており、資源循環型畜産が行われていると

は言いがたい状況です。

また、近年の飼料価格の高騰が畜産経営に与える影響は非常に大きく、畜産物の生産

や流通の安定といった観点においても、自給飼料の確保は緊急の課題となっています。

飼料自給率の向上や窒素収支の改善、農地保全を進めるためにも、農家や関係機関が連

携を深めることによって、家畜排せつ物の有効利用や自給飼料生産の取組を推進してい

くことが重要です。

自給飼料の確保と資源循環型畜産を進めるために、中山間地においては労力面や生産

コスト面から取り組みやすく、農地の保全にもつながる簡易放牧を推進します。また飼

料作物の生産が可能な平野部においては、飼料用米や稲WCSをはじめ、水田裏の活用

による飼料生産や、土地の集積、作業受託組織の育成や飼料生産に係る機械、施設の共

同利用などについて検討を進めます。

一方、地域内資源の循環や飼料自給率向上のためには、畜産農家による取組だけでな

く、耕種農家による堆肥の利用や飼料生産の取組が不可欠です。

本県の農業は、全国に先駆けて環境保全型農業の推進に取り組んできました。現在で

はIPM（総合的病害虫・雑草管理）技術の普及や化学肥料の低減、有機農業の推進など

幅広い取組へと展開しています。これら環境保全型農業の取組の一環として、堆肥の利

用方法や需給体制の整理を進め、地域内で生産される堆肥の活用を推進します。

また、耕種部門においても高齢化や労力不足による耕作放棄地の拡大や、農産物価格

の低迷による経営面での問題は多く、簡易放牧や飼料生産について検討を進め、農地保

全、農家経営の改善に繋げることが課題となっています。

畜産業及び農業におけるこれらの課題について、耕畜の連携を強化し取り組むことに

よって、地域内資源循環システムの構築や環境保全型農業を推進します。

2．消費者へのPR

近年、食や生活環境を取り巻く様々な変化や問題がメディア等で取り上げられ、環境

問題や食の安全性に対する消費者の関心は、ますます高まっています。消費者に選ばれ
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る農畜産物を生産するためには、家畜排せつ物を適正に処理し、有機質資源として活用

することで、環境に配慮した生産活動を実践するとともに消費者に対する情報提供を速

やかに行っていく必要があります。

本県における農畜産物の生産過程や、耕畜関係者が一体となって進めている地域内資

源の有効活用、自給飼料生産の取組、農畜産業が地域環境や農地の保全に果たす役割な

どについて広く理解してもらうために、各地域における広報を活用した情報提供や、消

費者と地元農家との交流、牧場などを利用したふれあい体験等を推進します。

また、地域内資源を利用した農畜産物のPRや学校給食への提供、食育活動、直販店

を活用した地産地消の取組み等を通し、本県の特色ある農畜産業について地域住民や消

費者に対するPR活動を広く行います。

３．家畜防疫の観点からの適切な堆肥化の徹底等による防疫対策の強化

家畜防疫の観点からも、病原菌を殺滅する堆肥化を適切に行うための対策を講じるこ

とが重要です。

このため、野生動物等が家畜排せつ物に接触して病原体が拡散する可能性や、堆肥が

野生動物等により汚染する可能性について、家畜保健衛生所による巡回指導等を活用し

て、注意喚起を図ります。

また、家畜排せつ物及び堆肥の運搬に当たっては、運搬車両を通じて家畜疾病の病原

体が伝播する可能性があることを考慮し、堆肥等の散逸防止、車両の消毒、運搬ルート

の検討等に努めるよう指導します。


